
The Second plan for Gender Equality in TOYOAKE 
 
 
 
 
 

－市と市民の協働による男女平等社会の実現をめざして－ 
For the goal of Gender Equality : In collaboration with the government and people of TOYOAKE 

 

ダイジェスト 

この「男女共同参画プランの概要版」は、外国の方にも

お知らせしたいものを選び、翻訳して発行しました。 

 

基本理念 
 

市と市民の協働による男女平等社会の実現 
男女がお互いの人権を尊重しつつ責任も分かち合い、誰もが社会の対等な構

成員として個性と能力を十分に発揮することのできる男女共同参画社会の実現

をめざします。 
男女共同参画社会基本法の理念を踏まえ、社会のあらゆる分野に参画できる

機会の確保と男女間の格差の是正に努め、市民と協働して計画を推進していき

ます。 

 

このプランがめざす社会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
計画の期間 
２００７年度から２０１４年度までの８年間。 

社会の情勢の変化等に適切に対応するため、必要に応じ見直しを行います。 

性別・年齢・国籍にかかわりなく、人として尊重さ

れ、等しく社会的・文化的利益が受けられる社会 

自分の意思と責任で、多様な生き方の選択ができる

社会 

家庭・地域・職場・政策決定の場など、あらゆる分

野で男女が共に個性と能力を発揮できる社会 

男女が支えあい、生涯にわたり安心して生き生きと

暮らせる社会 



男女共同参画プランの体系図
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豊明市は、外国人に対してどの様な施策を考えているのでしょうか？ 

 

男女共同参画の視点から 

生涯にわたる安心・安全な生活の確保 

近年急速に外国人が増加しており、地域で外国人が直面している課題の解決

を図る必要があります。 
 

 

 

言語・慣習の異なる地において外国人は生活弱者です。また、外国人女性が

特に直面する教育やＤＶなどの生活上の問題解決に向けて協力できるよう、相

談体制を充実します。 

 

１．国際的な連携の強化 

実施時期 事  業  名 担 当 課 
2007-2010 2011-2014

市と当事者・市民ボランティアの

連携による支援システムの構築 
市民協働課 検討 実施 

 

２．生活支援の推進 

実施時期 事  業  名 担 当 課 
2007-2010 2011-2014

相談窓口の設置 市民協働課 充実 充実 

ボランティア養成講座の実施 市民協働課 検討 実施 

ボランティア登録の実施 市民協働課 検討 実施 

外国人向けガイドブックの作成 

（ポルトガル語・英語・中国語） 
市民協働課 実施 充実 

 

この他にも「第４次豊明市総合計画」では、在住外国人への支援や国際交流の推

進のため、いくつかの施策や事業を計画しています。 

その一例を紹介します。 

◇  日本の生活習慣を理解できるように、生活 

習慣講座や日本語教室を開催します。 

◇  広報誌を多言語化して印刷し配布します。 

（既に、ポルトガル語・英語・中国語のダイ 

ジェストを、市内の公共施設等に配布してい 

ます。） 

◇  外国人と市民の交流を図るため、豊明市国 

際交流協会（ＴＩＲＡ）の協力を得ながら、 

交流イベントを充実・拡充し開催します。 

課題    外国人女性に向けた支援 



「豊明市外国籍市民に対する施策」より （一部抜粋） 
※詳しくは、市民協働課「都市・国際交流係」へお問い合せください。 

 

１．子どもへの施策 

実施時期 事  業  名 担 当 課 
2007-2011 2012-2016

不就学児童・生徒の就学支援 

（保護者・本人の懇談会の実施）
学校教育課 実施 充実 

 

２．生活上の施策 

実施時期 事  業  名 担 当 課 
2007-2011 2012-2016

外国籍市民の市内案内ツアー 市民協働課 実施 実施 

 

３．行政の施策 

実施時期 事  業  名 担 当 課 
2007-2011 2012-2016

市役所内の案内表示の多言語化 総務課 実施 － 

外国籍市民のコミュニティ作りの

支援（外国籍市民が集える場の確

保） 

市民協働課 実施 実施 

生活関連外国語ホームページの作

成 
市民協働課 実施 充実 
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